
５ 精神疾患
精神疾患は，近年その患者数が急増しており，平成２６（２０１４）年には全国で３９０万人を超

える水準となっています（注１）。国の調査結果では，国民の４人に１人（２５％）が生涯でうつ

病等の気分障害，不安障害及び物質関連障害のいずれかを経験していることが明らかとなっ

ており，誰もが罹患する可能性のある病気です（注２）。

本県における精神疾患の入院患者数は５�８９８人（平成２８（２０１６）年６月末現在）で，通院
患者数は３６�１３０人（平成２９（２０１７）年３月末現在）となっています。入院患者数は減少傾向
ですが，通院患者数は年々増加しています。

通院患者数の疾病別の内訳では，統合失調症が１３�２９７人（３６�８％）で最も多く，次いでう
つ病等の気分障害が１２�６３２人（３５�０％）となっていますが，うつ病等の気分障害は急増して
おり，また，高齢化に伴い認知症も増加しています。

また，全国の自殺者数は平成１０（１９９８）年以降１４年連続で３万人を超える水準でしたが，

平成２４（２０１２）年に３万人を下回って以降は減少傾向を示しています。しかし，自殺死亡率

は主要国の中で高い水準にあり，依然として厳しい状況にあります。

本県における自殺死亡率（人口１０万対）は，年々減少傾向にありますが，平成２８（２０１６）

年は１７�１となっており，全国平均の１６�８よりも高い水準で推移しています（注３）。

（注１） 厚生労働省「患者調査」（平成２６年）
（注２） 厚生労働科学研究「こころの健康についての疫学調査に関する研究」（研究代表 川上憲人）（平成１８年度）
（注３） 厚生労働省「人口動態統計」（平成２８年）
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■全国の精神疾患の患者数（医療機関に受診する患者の疾病別内訳）（図１）

■本県の精神疾患の通院患者数及び精神科病院入院患者数 （単位：人）（表１）

（注）この統計は，医療機関に受診している（入院・外来を含む）患者数を推計したものです。ここでの精神疾患には，
ＩＣＤ－１０で「精神及び行動の障害」に分類されるもののほか，てんかん・アルツハイマー病を含みます。

出典：患者調査

※１ 出典 福祉行政報告例（厚生労働省）（各年度３月末現在）
※２ 出典 精神保健福祉資料（厚生労働省）（各年度６月末現在）

但し，平成２７年度，２８年度は暫定値
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� 精神科医等の人材確保と育成

ア 精神科医の確保

【現状】

本県の医療施設に従事する精神科医師は平成２８（２０１６）年１２月末現在２４１人で，人口

１０万人あたり８�３人となり，全国平均の１２�３を大きく下回り，全国順位は４７位となって
います（注１）。また，平成２６（２０１４）年６月現在精神保健指定医（注２）は，常勤の指定医が１３４

人（人口１０万人あたり４�６人）で，人口１０万人あたりの全国平均（５�８人）より低くなっ
ています（注３）。

■圏域ごとの医療機関数（精神科，心療内科を標榜）

精神科医師数，心療内科医師数 （表２）

（出典：平成２８年 ※１人口動態統計，※２精神保健福祉資料，※３医師・歯科医師・薬剤師調査）

■本県の精神科医師，心療内科医師，精神保健指定医数の推移（単位：人） （表３）

（注１）平成２８年「医師・歯科医師・薬剤師調査」
診療科名（主たる）・従業地別 医療施設従事医師数

（注２）精神保健指定医とは，精神保健福祉法第１８条に基づく，医療実務経験５年以上，精神科実務経験３年以上を有し，
必要な研修を終了した医師で，患者本人の意思によらない入院や行動制限の判定を行う者として，厚生労働大臣が
指定する制度。

（注３）平成２６年度精神保健福祉資料
（注４）平成２２，２４，２６，２８年「医師・歯科医師・薬剤師調査」
（注５）平成２２，２４，２６，２８年度精神保健福祉資料の３３精神科医療機関の精神保健指定医数

二次医療圏 管内人口※１ 精神科病院数※２ 精神科標榜の一般病院※２ 診療所※２ 精神科医師数※３ 心療内科医師数※３

水戸 ４５９�４６２ ４ ６ １８ ５４ ３

日立 ２５３�９０５ ６ １ ９ ２０ ２

常陸太田・ひたちなか ３５６�７３８ ２ ２ ７ １３ ３

鹿行 ２６７�６４７ １ ０ ８ ７ １

土浦 ２５２�８２８ ５ ０ ８ ２８ ０

つくば ３２５�２６０ ３ ２ １２ ４６ ２

取手・竜ケ崎 ４５７�１６９ ６ ４ １１ ３６ １

筑西・下妻 ２５６�９２３ ３ ０ ４ １４ ０

古河・坂東 ２２３�３５１ ３ １ ２ ２３ ０

２�８５３�２８３ ３３ １７ ７９ ２４１ １２

平成２２年 平成２４年 平成２６年 平成２８年

精神科医師数（注４） ２３２ ２３７ ２２６ ２４１

心療内科医師数（注４） １１ １０ １０ １２

精神保健指定医数（注５） １２０ １２９ １３４ １４１
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【課題】

精神科医療においても医師の確保は重要な課題であり，限られた人員で，良質かつ適

正な医療を提供することが求められています。

筑波大学，県医師会，県精神科病院協会，県精神神経科診療所協会等と連携協力し，

人材の確保及び離職防止・定着促進に努めていくことが必要です。

【対策】

「第１章第１０節 保健医療従事者の確保 １ 医師」に掲載

イ かかりつけ医の重要性

【現状】

平成２４（２０１２）年３月に厚生労働省から示された「精神科救急医療体制の整備に関す

る指針」において，「自院のかかりつけ患者」については，①夜間・休日においても対

応できる体制②対応が困難な場合は依頼先となる連携医療機関を確保③継続診療してい

る自院患者の照会の際には対応方法，受診の要否等の相談に応じる等の対応強化が求め

られています。

県内の精神科病院に対しては，精神科病院事務長会議，精神科病院実地指導等を通じ，

夜間・休日のかかりつけ患者への相談・診療の協力依頼を行っています。

【課題】

夜間・休日は主治医や精神保健指定医の不在等により，かかりつけ患者の相談・診療

等に適切に対応できていない医療機関があり，引き続き，対応の強化について，理解と

協力を得ていく必要があります。

【対策】

精神科病院協会と連携のうえ，各病院に対し，精神科病院事務長会議及び精神科病院

実地指導等を通じて，かかりつけ医として必要な対応について理解・協力を求めてまい

ります。

また，精神神経科診療所協会と連携のうえ�各診療所に対し，精神科救急医療体制の
現状及びかかりつけ医として必要な対応等について理解・協力を求めるとともに，精神

科一般救急医療相談窓口や精神科病院との連携を強化できるよう，周知等の機会を設け

ます。

ウ その他医療従事者（看護師，精神保健福祉士，臨床心理技術者，作業療法士，栄養士

等）の確保・育成

【現状】

本県の精神科病院に勤務する看護師，精神保健福祉士，臨床心理技術者，作業療法士

数は，年々増加しています。
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【課題】

精神科医療に精通した看護師，精神保健福祉士，臨床心理技術者，作業療法士，栄養

士等のコメディカルの確保・育成は重要な課題であり，限られた人員で，良質かつ適正

な医療を提供できる体制整備が求められています。

県精神科病院協会，県精神神経科診療所協会�県内医療系大学，県看護協会等団体と
連携協力し，人材の確保及び離職防止・定着促進に努めていくことが必要です。

【対策】

�ア 精神保健福祉士の確保・育成

精神保健福祉士は，精神障害者に対する各種相談・支援や，退院支援計画の作成な

ど，地域移行・地域定着において重要な役割を担います。

このため，県精神保健福祉士会や県精神科病院協会，県精神神経科診療所協会等と

連携し，人材の確保や研修等による人材の育成に努めていくことが必要です。

�イ 臨床心理技術者の確保・育成

臨床心理技術者は，精神障害者等の心理検査・分析や，心理カウンセリング等を行

います。

国では公認心理師法が平成２９（２０１７）年９月に施行され，資格試験が実施されるた

め，臨床心理技術者の育成機関や，県精神科病院協会，県精神神経科診療所協会等と

連携し，人材の確保・育成に努めていくことが必要です。

�ウ 看護師，薬剤師，栄養士等の確保・育成

「第１章第１０節 保健医療従事者の確保 ４ 看護職員及び５ その他の医療従事

者」に掲載

� 精神疾患等の現状と課題

ア 統合失調症

【現状】

精神病床における入院患者６�２０８人のうち，統合失調症の患者は４�３１７人（注１）で６９�５％
を占めており，また，入院の長期化や高齢化が進んでいます。

長期入院患者の中には，複数の抗精神病薬を十分投与しても改善が認められない難治

性の重症な統合失調症患者がいます。県内で治療抵抗性統合失調症治療薬（注２）を精神病

床で使用している病院数は，平成２６年度の時点で３か所であり，統合失調症患者に対す

る使用率は０�１０％となっています。

（注１）平成２６年度精神保健福祉資料
（注２）治療抵抗性統合失調症に唯一有効な抗精神病薬。クロザピン。
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【課題】
統合失調症患者の入院の長期化及び高齢化が進んでおり，退院に向けた支援体制，地

域の受入体制の整備が必要です。

難治性の重症な統合失調症患者に対して，治療抵抗性統合失調症治療薬やｍＥＣＴ（注１）

等の専門的治療を行う医療機関とその他の医療機関の地域連携体制を整備していく必要

があります。

【対策】
�ア 求められる医療機能
① 外来，入院，訪問診療における，薬物療法，精神療法，作業療法，精神科デイ・

ケアなど，適切な精神科医療を，精神科医，薬剤師，看護師，作業療法士，精神保

健福祉士，臨床心理技術者等の多職種チームの支援体制により提供できること。

② 入院医療においては，入院初期からの服薬指導や精神科作業療法等の実施，相談

支援事業者等との連携により，早期退院に向けた支援をすること。

長期入院患者の地域移行を推進するため，精神科病院は地域移行推進窓口を設置

し，患者・家族，地域の関係機関との連携を強化すること。

特に，高齢者の退院支援にあたっては，地域包括支援センター等との連携体制を

強化すること。

③ 精神科医療機関は，一般（身体科）のかかりつけ医や地域の医療機関，薬局と連

携していること。

④ 薬局は，抗精神病薬の適正な薬物療法を推進するため，医療機関と連携し服薬指

導を行うこと。

⑤ 難治性の重症な統合失調症に対応できる医療機関は，その他の精神科医療機関と

治療抵抗性統合失調症治療薬やｍＥＣＴによる治療に関する連携を確保すること。

�イ 推進方策
ａ 精神障害者の地域移行・地域定着の推進
① 県，保健所圏域，市町村に，退院可能な精神疾患患者の地域移行及び地域で生

活している精神障害者の地域定着の促進のための協議の場を設け，支援体制を整

備します。

併せて，医療・保健・福祉の関係職員の支援の充実を図るための研修を実施し

ます。

② 精神疾患患者の退院促進を図るため，施設整備の助成等により退院後の住まい

の場（グループホームやケアホーム）の確保，障害者支援施設及び介護保険施設

等との連携強化に努めます。

③ 精神疾患患者の治療中断等による再入院を防止し，地域生活を継続するため，

精神保健福祉センター，保健所，市町村，精神科医療機関，訪問看護ステーショ

ン，相談支援事業所，薬局等が連携し，困難事例への対応等を検討する機会を設

けます。また，訪問支援（アウトリーチ）の活動を促進します。

（注１）修正型電気刺激療法。脳に短時間の電気的刺激を行うことで，脳波上けいれん波が起こり，脳内の化学変化により
精神症状を緩和します。気分障害（うつ病，躁うつ病），統合失調症など多くの精神疾患の治療に利用されます。
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ｂ 治療抵抗性統合失調症地域連携体制の整備

治療抵抗性統合失調症患者に対して，治療抵抗性統合失調症治療薬やｍＥＣＴ等

による専門的治療ができるよう，地域連携体制を整備していきます。

イ うつ病・躁うつ病

【現状】

うつ病・躁うつ病等の気分障害で通院している患者は，急増しています。

不眠や食欲不振，疲労等の身体症状から，初期には，一般（身体科）のかかりつけ医

や産業医を受診することが多く，また，がんや脳卒中，睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）

などの睡眠障害等でも，うつ状態となることがあります。

このため，早期に適切な診断・精神科医療につながるよう，かかりつけ医等を対象に，

うつ病の知識・診断・治療技術に係る研修を実施しています。

また，平成２２（２０１０）年度から，うつ病等を対象とした認知行動療法が診療報酬上評

価されたことから，精神保健福祉センターの専門職向け研修において，普及を図ってい

ます。

【課題】

うつ病・躁うつ病に対応できる医療機関の明確化と認知行動療法を行っている医療機

関情報を提供していく必要があります。

一般（身体科）のかかりつけ医等に対する研修を継続し，うつ病等の早期診断，専門

医療への紹介等連携体制を整備していく必要があります。

また，うつ病と自殺には密接な関係があり，自殺時に向精神薬等の過量服薬を行って

いた例が多くみられるとの研究報告があることから，医師と薬剤師間の連携を強化する

必要があります。

さらに，治療に加え復職等の社会復帰への取組が必要となります。

【対策】

うつ病の正確な診断ができ，患者の状態に応じた医療の提供や就職・復職等に向けた

支援の充実が必要です。

�ア 求められる医療機能

ａ 一般（身体科）の医療機関

① うつ病等の可能性について判断でき，症状が軽快しない場合等（注１）に適切に紹

介できる精神科医療機関と連携していること。

② 患者の状態に応じ，生活習慣などの環境調整等を助言できること。

③ うつ病等に対する対応力向上のための研修等に参加すること。

④ 一般（身体科）の医師・救急医・産業医等は，精神科医との連携会議等へ参画

すること。

（注１）ＳＳＲＩなどの抗うつ薬で４週間経過しても改善が見られない場合，他の精神疾患との鑑別が必要と思われる場合，
双極性障害が疑われる場合，自殺念慮が強い場合など。
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ｂ 精神科医療機関

① うつ病と躁うつ病等のうつ状態を伴う他の精神疾患の鑑別診断や，うつ病と他

の精神障害や身体疾患との合併などを，多面的に評価できること。

② 患者の状態に応じ，薬物療法及び精神療法（認知行動療法等），その他の非薬

物療法を含む適切な精神科医療を提供でき，必要に応じて，他の医療機関と連携

できること。

③ 患者の状態に応じ，生活習慣などの環境調整等を助言できること。

④ 一般（身体科）のかかりつけ医や地域の医療機関，薬局と連携していること。

⑤ 産業医等を通し事業者との連携や，公共職業安定所（ハローワーク），茨城障

害者職業センター，相談支援事業所等との連携により，患者の就職や復職等に必

要な支援を行うこと。

ｃ 薬局

向精神薬の適正な薬物療法を推進するため，医療機関と連携し服薬指導を行うこ

と。

�イ 推進方策

① うつ病診療にあたる医療機関等の医療従事者に対し，薬物療法，認知行動療法等

のうつ病治療や精神科との連携方法に関する研修会を開催し，うつ病の診療技術の

向上及び一般（身体科）のかかりつけ医と精神科医療機関との連携の強化を図りま

す。

② 向精神薬の過量服薬防止を図るため，一般（身体科）のかかりつけ医，精神科医

師と薬剤師の連携の強化並びに「向精神薬の服薬指導マニュアル」の活用を図りま

す。

③ 患者が就職や復職に必要な支援を受けられるよう，公共職業安定所（ハローワー

ク）や茨城障害者職業センター，地域の障害者就業・生活支援センターなど障害者

雇用の支援窓口に関する情報を提供します。

ウ 認知症

【現状】

我が国における認知症の人の数は２０２５年には約７００万人前後に達する見込みで，高齢

者の約５人に１人と推計されています。これをもとに本県の認知症高齢者数を算出する

と，約１６万４千人～１７万８千人となり，高齢化の進展に伴いますます増加することが予

想されます（注１）。

認知症は治療方法が確立されていませんが，初期の段階で診断を受け，適切な治療を

早期に開始することで，進行を遅らせることが可能であることから，発症予防・軽度認

知障害（ＭＣＩ）に関する知識の普及啓発を進めることが重要です。そのため，９月を

「茨城県認知症を知る月間」とし，啓発活動や認知症フォーラム，認知症サポーターの

養成，認知症の気づきチェックシートの配布等を実施しています。

（注１）厚生労働省「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成２６年度厚生労働科学研究費補助金
特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値を基に算出。
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また，認知症の早期診断・早期対応のために，平成１８（２００６）年度からかかりつけ医

の認知症対応力向上研修や，かかりつけ医の認知症診断等に関する相談役等を担う認知

症サポート医を養成しています。

認知症に係る専門医療機関として認知症疾患医療センターを指定し，早期相談・早期

診断できる医療連携体制を整備してきたところです。

【課題】

認知症は，治療方法は確立されていませんが，初期の段階で診断を受け，適切な治療

を早期に開始することで，進行を遅らせることが可能な病気です。

また，認知症は，初期症状が現れていても，症状の現れ方に個人差があり，また，医

療機関を受診することへの抵抗感から，症状が進行し重症化してから受診するケースも

多く見られます。

このため，早期診断・早期対応を軸とし，行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症

等が見られた場合にも，医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように，認知

症の容態にもっともふさわしい場所で適切なサービスを提供できる循環型の仕組みを構

築することが重要です。

認知症サポート医の養成やかかりつけ医・歯科医師・薬剤師・看護職員等の医療従事

者を対象に認知症対応力向上研修等を行い，早期診断及び地域連携体制を推進していく

必要があります。

また，若年性認知症については，企業や医療・看護・介護・福祉の分野でも認識が不

足しており，福祉サービスも高齢者向けに設定されているものが多いことから，若年性

認知症についての普及啓発を進め早期発見・早期対応へと繋げていく必要があります。

【対策】

認知症を早期発見・早期診断し，医療・介護が有機的に連携し，認知症の容態の変化

に応じた適時・適切に切れ目なく，そのときの容態にもっともふさわしい場所で提供さ

れる仕組みを構築することが必要です。

�ア 求められる医療機能

① 認知症の症状や発症予防，軽度認知障害（ＭＣＩ）に関する知識の普及啓発を行

っていること。

② かかりつけ医による健康管理やかかりつけ歯科医師による口腔機能の管理，かか

りつけ薬局による服薬指導など，認知症の疑いがある人に早期に気付き適切に対応

していくことができる体制を構築していること。

③ かかりつけ医の認知症診断等に関する相談役等の役割を担う認知症サポート医の

養成を行っていること。

④ 認知症疾患医療センターの体制を維持するとともに，機能評価を行うことでＰＤ

ＣＡサイクルにより機能強化を図っていること。

⑤ 認知症の早期診断後の認知機能障害を基盤とした生活機能障害を改善する認知症

リハビリテーションを推進していること。
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⑥ 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）については，医療機関・介護施設等での対応が固定

化されないように，円滑な退院・対処や在宅復帰の支援を行っていること。

⑦ 認知症の方の身体合併症等への対応を行う医療機関に対し，認知症対応力向上研

修を行うとともに，入院・外来・訪問等に関わる看護職員に認知症への対応に必要

な知識・技能を修得する研修を実施していること。

⑧ 若年性認知症の人やその家族からの相談窓口を設置し，そこに若年性認知症の人

の自立支援に関わる関係者のネットワークを担う者（若年性認知症支援コーディ

ネーター）を配置することで，若年性認知症の人の視点に立った対策を推進してい

ること。

�イ 推進方策

① 認知症の症状や発症予防，軽度認知障害（ＭＣＩ）に関する知識の普及啓発を推

進します。

② かかりつけ医・歯科医・薬剤師に認知症対応力向上研修を実施し，認知症の早期

発見の体制整備を図ります。

③ 認知症サポート医を養成し，医療連携強化を図ります。

④ 認知症疾患医療センターの体制を維持するとともに，ＰＤＣＡサイクルによる機

能強化を図ります。

⑤ 認知症の早期診断後の認知症リハビリテーションの推進を図ります。

⑥ 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）については，容態にもっともふさわしい場所で適切

なサービスができる循環型の仕組みを構築します。

⑦ 一般医療機関勤務の医療従事者や看護職員が，認知症への対応に必要な知識・技

能を修得することで，身体合併症等への適切な対応を図ります。

⑧ 若年性認知症の人については，就労や生活費，子どもの教育費等の経済的な問題

が大きく，また主介護者が配偶者となる場合が多く，時に本人や配偶者の親等の介

護と重なる複数介護になるなどの特徴があることから，居場所づくりや就労・社会

参加支援等の様々な分野にわたる支援を総合的に講じていきます。

エ 児童・思春期精神疾患

【現状】

継続的に受療している２０歳未満の精神疾患総患者数は全国で２７�０万人（平成２６（２０１４）
年度）おり，増加傾向にあります。

精神疾患の多くが児童青年期に発症し，中学生までに半数，２０代半ばまでに４分の３

が発症すると言われており，早期発見・早期治療が望まれます。

また，幼年期の児童虐待，不登校，家庭内暴力など，児童・思春期のこころの問題は

多様化しており，医療の支援を必要とする事例も増えています。

１０代の自殺死亡率は他年代に比べて十分に改善しておらず，一層の取り組みが求めら

れています。

本県では，診療報酬において児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準の届出を

している医療機関として，県立こころの医療センターがあります。
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【課題】

児童生徒の心身の健康問題が多様化していることや医療の支援を必要とする事例も増

えていることから，こころの健康に関する保健教育や健康相談，普及啓発等の実施のほ

か，地域の関係機関とも連携して，早期に精神科医療に繋げていく必要があります。

児童・思春期精神科の専門医は限られることから，小児科医等のかかりつけ医や身近

な精神科医との役割分担・連携を進める必要があります。

また，教員や保育士等の精神疾患に関する理解を深めるなど，支援体制の充実を図る

必要があります。

【対策】

�ア 求められる医療機能

① 適切な診断・検査・治療等を行える体制を有すること。

② 一般（身体科）のかかりつけ医や他の精神科医療機関，学校・幼稚園・保育所，

市町村，児童相談所，保健所，精神保健福祉センター等の関係機関，関係団体等と

連携していること。

③ こころの健康づくりのための普及啓発を行うとともに，学校・市町村・保健所が

行う健康教育等に協力すること。

④ 児童・思春期精神科医療に係る医療従事者や教育関係者等の知識や対応力の向上

を図るための研修等を実施すること。

�イ 推進方策

ａ 相談体制等

児童相談所や精神保健福祉センターにおいて，相談や家族教室等を実施します。

また，保健所においても相談等に対応します。

学校において，学校教育活動全体を通して，こころの健康に関する教育等を実施

するため，学校における指導計画の改善や指導体制の整備及び教員の資質向上と指

導方法の改善・充実を図ります。

また，日常の健康観察及び健康診断等により児童生徒等の健康状態を把握すると

ともに，学校，家庭，学校三師（学校医，学校歯科医，学校薬剤師）等及び関係機

関と連携し，健康相談及び事後指導の徹底等，保健管理の充実に努めます。

ｂ 普及啓発

精神科医療機関や関係機関・団体等と連携して児童・思春期のこころの問題や精

神疾患についての正しい知識の普及啓発を図ります。

ｃ 連携体制の構築

一般（身体科）のかかりつけ医や他の精神科医療機関との役割分担と連携を推進

します。

医療機関と学校・幼稚園・保育所，市町村，児童相談所，保健所，精神保健福祉

センター等の関係機関・団体等の連携を推進します。

ｄ 人材育成等

市町村，保健所，学校関係者等の精神保健の担当者等に対し，児童・思春期のこ
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ころの問題や精神疾患等についての理解や支援技術の向上を図るための研修を実施

します。

発達障害を含む児童・思春期精神科医療に係る医療従事者の診療技術や対応力の

向上を図るための研修の実施等，人材育成を推進します。

オ 依存症（アルコール，薬物，ギャンブル等）

【現状】

統合失調症との重複などを含めた，アルコール，薬物，ギャンブル等依存症への対応

が重要となっております。

アルコール依存症により継続的に受療している総患者数は，全国で４�９万人（注１）ですが，
アルコール依存症の生涯経験者は１００万人を超え，また，アルコール依存症を現在有す

る者は推計５８万人になるとの報告があります（注２）。

大麻や麻薬，シンナーなどの薬物を繰り返し使用してしまう薬物依存症により，継続

的に受療している総患者数は全国で３千人（注１）います。

ギャンブル等依存に関する実態を把握するため，平成２９年度全国調査を実施した結果，

これまでの生涯でギャンブル依存症が疑われる状態になったことがある人は約３２０万人

（成人の３�６％），最近１年間に依存症が疑われる状態だった人は約７０万人（成人の０�８％）
と推計されています（注３）。

【課題】

依存症患者やその家族等に対して適切な支援ができるよう，相談から治療，回復支援

に至る切れ目のない支援体制を整備する必要があります。

アルコールによる健康リスクや，アルコール，薬物，ギャンブル等の依存症に係る正

しい知識の普及啓発等を進める必要があります。

依存症の専門的治療を行う医療機関は限られることから，専門的医療機関と地域の一

般（身体科）のかかりつけ医等との連携を確保する必要があります。

【対策】

�ア 求められる医療機能

行政や回復支援施設，一般（身体科）のかかりつけ医等の依存症治療を専門としな

い医療機関等と適切に連携すること。

各依存症の専門的治療やリハビリテーションに関わる医療従事者を育成するととも

に，保健所・市町村の保健指導担当者等の育成に協力すること。

依存症に関する正しい知識の普及啓発に取り組むこと。

（注１）厚生労働省「患者調査」（平成２６年）
（注２）厚生労働科学研究「ＷＨＯ世界戦略を踏まえたアルコールの有害使用対策に関する

総合的研究」（平成２５年）
（注３）障害者対策総合研究開発事業「ギャンブル障害の疫学調査，生物学的評価，医療・福祉・社会的支援のありかたに

ついての研究」（平成２９年）
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�イ 推進方策

ａ 普及啓発・相談等

アルコールについては，特に注意を要する者（未成年者，妊産婦，若い世代）を

重点に，学校・市町村・保健所などの関係機関等と連携して，飲酒に伴う健康リス

ク等に関する教育・啓発を図ります。

また併せて，アルコール，薬物，ギャンブル等依存症に関する正しい知識の普及

啓発を図ります。

精神保健福祉センターや保健所において，アルコール，薬物，ギャンブル等に係

る当事者や家族等に対する専門相談や家族教室を実施するとともに，相談窓口の周

知を図ります。

ｂ 医療の充実

アルコール依存症の専門治療が受けられるよう，国の定める要件を備えた専門医

療機関及び治療拠点機関を指定します。

ｃ 相談等から治療，回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備

依存症の当事者や家族等に対する相談，市町村や職域の健康診断・保健指導によ

るスクリーニングと医療機関への受診勧奨，依存症の専門的治療を行う医療機関と

その他医療機関との連携体制の確保，自助グループや回復施設等の回復・社会復帰

支援団体に対する支援と連携体制の確保を図り，相談から治療，回復支援に至る切

れ目のない支援体制の整備を推進します。

ｄ アルコール依存症等の者の治療・支援に関わる人材育成の推進

アルコール依存症等の者の治療に関わる医療従事者や，保健所・市町村の保健指

導担当者等の介入・対応力の向上を図ります。

薬物依存症患者に対する回復プログラム（ＳＭＡＲＰＰなど）の普及を図ります。

カ 発達障害

【現状】

発達障害とは，自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害，学習障害，注

意欠陥・多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢に

おいて発現するものです。

発達障害の症状は様々ですが，知的障害を伴わない発達障害者に見られる，強いこだ

わりや一方的な会話等の特性はしばしば周囲から誤解を受け，学校教育や就労等の社会

生活で困難に遭う場合が多いと考えられます。

特に，適切な発達支援を受けることなく成長し，社会生活上の困難に遭った方々の中

には，二次的障害として「うつ」のような症状や自傷・他害などの行動障害が生じるケー

スもあります。

【課題】

発達障害については，早期に発見し，適切な医療及び発達支援を早い段階から各ライ

フステージに応じて継続的に行う必要があります。

発達障害者が生涯を通じて，社会生活等に必要な成長・発達を遂げ，安定した生活が
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できるよう，当事者やその家族等を，地域・社会全体で支援する体制の整備が必要です。

【対策】

�ア 求められる医療機能

① 発達障害について適切な診断・検査・治療等を行えること。

② 一般（身体科）のかかりつけ医や他の精神科医療機関，学校・幼稚園・保育所，

市町村，県発達障害者支援センター，児童相談所，精神保健福祉センター等の関係

機関，関係団体等と連携していること。

③ 発達障害に関する正しい知識の普及啓発に努めるとともに，学校・市町村・保健

所等が行う発達障害に関する教育や担当職員等の人材育成に協力すること。

�イ 推進方策

ａ 「発達障害の早期発見と支援システム」の構築・強化，人材育成

① 発達障害を早期発見・早期支援する体制を整備するため，「発達障害の発見と

支援システム」を構築・強化し，市町村，保育所，幼稚園及び学校などにおける

早期の気付き及び保健所，母子保健センター，児童相談所，発達障害者支援セン

ターにおける二次スクリーニング機能の充実強化，その後の医療支援及び地域に

おける療育支援体制の充実に努めます。

② 県に専門家からなる「発達障害者支援地域協議会」を設置し，発達障害者に対

する支援体制の充実や連携体制の強化，人材育成及び発達障害に関する正しい知

識の普及啓発を促進します。

③ 県内どの地域でも適切な相談を受けられるよう，保健所・市町村の相談窓口機

能の強化や県発達障害者支援センターの市町村支援体制等の充実・強化を図りま

す。

ｂ 県発達障害者支援センターによる相談・支援の充実，人材育成

① 県発達障害者支援センターにおいて，本人やその家族等からの相談に応じて専

門的な指導又は助言を行うとともに，医療機関・市町村等との連携を図り，発達

障害者を総合的に支援する体制を確保します。

② 市町村の相談支援体制の充実強化のため，巡回指導や職員向けの研修会等を実

施し，市町村発達障害者支援員の養成等人材育成を図ります。また，家族支援を

行うペアレントメンターの養成等を進めます。

③ 福祉，保健，医療，教育，就労等の専門家からなる「発達障害者支援連絡協議

会」において，支援方法等について検討するとともに，関係機関等の連携促進，

発達障害に関する正しい知識の普及啓発を図ります。

ｃ 学校における相談・支援の充実

学校教育活動全体を通して，こころの健康に関する教育等を実施するため，学校

における指導計画の改善や指導体制の整備及び教員の資質向上と指導方法の改善・

充実を図ります。

また，日常の健康観察及び健康診断等により児童生徒等の健康状態を把握すると

ともに，学校，家庭，学校三師（学校医，学校歯科医，学校薬剤師）等及び関係機
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関と連携し，健康相談及び事後指導等，保健管理の充実に努めます。

ｄ 連携体制の構築

① 発達障害の専門的治療を行う医療機関とその他の一般科医療機関等との連携の

ほか，学校・幼稚園・保育所，県発達障害者支援センター，市町村，児童相談所，

保健所，精神保健福祉センター等の関係機関・団体等との連携を推進します。

② 発達障害について，最初に相談を受け，又は診療することの多い小児科医など

のかかりつけ医等の医療従事者に対して，発達障害対応力向上研修を実施し，県

内どの地域においても一定水準の診療・対応体制の確保を図ります。

キ 高次脳機能障害

【現状】

交通事故や転倒などによる外傷性脳損傷や脳卒中・脳炎・低酸素脳症などの疾患によ

り脳が損傷を受け，記憶・注意・感情などの「高次な」脳機能に障害が現れることがあ

ります。これらの障害を「高次脳機能障害」といいます。

この障害は外見上は分かりにくく，周囲の理解を得られにくいという特性があり，障

害の内容によっては，本人でも気づきにくいこともあることから，生活や仕事に支障が

出たり，対人関係に問題が出る場合があります。

高次脳機能障害は，身体障害や知的障害とは異なる種類の障害のため，支援制度の枠

組みに収まりにくく，また，一般的によく知られているとは言えないため，支援の手が

十分届いているとはいえないのが現状です。

高次脳機能障害がある人の数は，厚生労働省が平成１３（２００１）年度～平成１７（２００５）

年度に行った高次脳機能障害支援モデル事業において，全国で約２７万人と推計されてい

る（国立障害者リハビリテーションセンターより）ことから，茨城県内では約６�２００人
程度いると考えられます。

高次脳機能障害の診断治療は，脳神経外科，神経内科，精神科等の複数の診療科で行

われていることから，各診療科間における連携が必要となります。

本県では，平成１９年度から県立リハビリテーションセンターを支援拠点として位置づ

け，高次脳機能障害の正しい理解のための普及啓発，専門電話相談，支援技術に関する

研修等を実施しています。しかし，県立リハビリテーションセンターが廃止となること

から，今後は支援拠点を県立医療大学内に移し，引き続き支援を行っていくこととして

います。

なお，家族会である「脳損傷友の会・いばらき」では，家族交流会等を定期的に開催

しています。

【課題】

高次脳機能障害に関わる医療，リハビリ，地域生活，就労等の各段階において，障害

の特性に合った支援が提供されるよう，早期診断・治療拠点となる医療機関を明確にす

るとともに，県民の理解を深め，支援拠点を中心とした支援体制を広く整備していくこ

とが必要です。
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【対策】

�ア 求められる医療機能

高次脳機能障害は「見えない障害」とも言われ，医療従事者にも見落とされやすい

ことから，以下の医療機能が求められます。

① 障害の特性を理解し診断を行うこと。

② 学術的研究が発展途上であることから，診断方法を研究し確立することが可能で

あること。

③ 症状の改善を目指すための医学的なリハビリテーションプログラムを提供するこ

と。

④ 高次脳機能障害者にみられる社会的行動障害に対応するための精神科医療機能を

有すること。

�イ 推進方策

高次脳機能障害に関する早期診断・治療拠点となる医療機関を明確にするとともに，

高次脳機能障害のある方及びその家族に対する支援が身近な地域で提供できる体制づ

くりに向け，支援拠点を中心に関係機関や当事者団体等と連携し推進してまいります。

① 当事者，病院や施設の職員及び行政職員等を対象とする研修会を開催します。

② パンフレットやホームページ等を活用した県民への普及啓発を推進してまいりま

す。

③ 支援コーディネーターを配置し，高次脳機能障害のある方及びその家族等に対す

る相談支援，地域の関係機関との調整等を実施してまいります。

④ 医療，福祉，就労等の関係各分野の支援機関のネットワークを構築してまいりま

す。

ク てんかん

【現状】

てんかんとは，発作を繰り返し起す大脳の慢性疾患で，乳幼児期から老年期まで幅広

く発症する病気です。

てんかんの治療は，精神科の他，小児科，神経内科，脳神経外科等の複数の診療科で

行われていることから，各診療科間における連携が必要となります。

日本てんかん学会ではてんかんの臨床専門医を認定していますが，本県においては認

定を受けた専門医は少ない状況です。また，土浦協同病院は，全国てんかんセンター協

議会登録のてんかんセンター（準）として機能しています。その他，てんかんの専門医

療情報サイトとして，全国てんかん診療ネットワーク（注１）が立ち上がっており，県内の

医療機関も登録されています。

（注１）てんかん診療ネットワーク（ECN-Japan）は，よりよいてんかん医療の推進を目的として，厚生労働省の研究班＊
と日本医師会及び日本てんかん学会の共同調査を基に作成した，全国の主なてんかん診療施設のリストを掲載した
サイトです。厚生労働省の研究班が終了したため，全国てんかんセンター協議会（ＪＥＰＩＣＡ）が運営していま
す。
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【課題】

成人を対象としたてんかんの専門医の数は少なく，また神経内科，脳神経外科，精神

科のいずれの診療科がてんかんを担当するのかも不明確なため，地域の一般診療医から

専門医につながる一貫したてんかん診療モデルが形成されていないのが現状です。

てんかんに関わる種々の課題を解決するには，地域の一般診療医とてんかん専門医が

効果的に連携できる「てんかん診療の仕組み」を早急に整備することが求められていま

す。

【対策】

�ア 求められる医療機能

てんかんの診療を行う医療機関は，適切な診断・検査・治療を提供すること。

�イ 推進方策

てんかん診療を行う医療機関及び関係団体等と連携し，てんかんに関する知識の普

及啓発を推進します。

また，ホームページ等を活用し，てんかん診療を行う医療機関の情報を提供すると

ともに，てんかん診療拠点機関（注１）の指定など，てんかん診療体制の整備等について

検討します。

ケ 摂食障害

【現状】

平成２６（２０１４）年に医療機関を継続的に受療している摂食障害の総患者数は約１�０万
人います（注２）。

摂食障害は現代社会において増加している疾患で，日常生活に支障をきたし，しばし

ば身体合併症状により生命の危険を伴うこともあります。

筑波大学附属病院では県内で初めて摂食障害の専門外来を実施しています。

【課題】

摂食障害に対応できる医療機関を明確にする必要があります。

また，摂食障害に関する知識・技術の普及啓発及び他医療機関への研修・技術的支援

等を実施できるよう地域の診療拠点となる医療機関の体制を整備していく必要がありま

す。

【対策】

�ア 求められる医療機能

① 摂食障害の診療を行う医療機関は，多職種によるチーム医療のもと，適切な診断・

検査・治療を提供すること。

（注１）てんかん診療拠点機関は，てんかんの治療を専門的に行っている医療機関のうち，専門的な相談支援，他の医療機
関，自治体等や患者の家族との連携・調整を図る機関として，県が指定するもの。

（注２）厚生労働省「患者調査」（平成２６年）
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② 急性期の患者に対しては，身体合併症状に係る救急医療を含めた総合的な対応を

行うこと。または他診療科との連携等により，適切な対応を行うこと。

③ 患者へのカウンセリングや患者家族に対して支援を行うこと。

④ 学校・市町村等や他医療機関と連携を図り，専門的助言・指導等の支援や摂食障

害に関する普及啓発等を行うこと。

�イ 推進方策

県連携拠点機能を担う医療機関を明確にし，摂食障害に対応できる専門職を養成す

るとともに，患者の病態や重症度等に応じて適切な医療機関を受診する地域医療ネッ

トワークの整備について検討します。

また，パンフレットやホームページ等を活用し，摂食障害に関する県民への普及啓

発を推進します。

コ 外傷性ストレス障害（ＰＴＳＤ）

【現状】

ＰＴＳＤ（Post Traumatic Stress Disorder：心的外傷後ストレス障害）は，強烈な

ショック体験，強い精神的ストレスが，こころのダメージとなって，時間がたってから

も，その経験に対して強い恐怖を感じる障害です。震災などの自然災害，火事，事故，

暴力や犯罪被害などが原因になるといわれています。

災害・事件・事故等によるＰＴＳＤへの心のケアの重要性が高まっており，精神保健

福祉センターでは，災害時のこころのケア研修会を開催しています。

また，犯罪被害者支援のためにいばらき被害者支援センターが研修会や相談対応をし

ています。

【課題】

ＰＴＳＤに対応できる医療機関を明確にする必要があります。

ＰＴＳＤに対応できる専門職の養成や医療・警察・教育・行政等が連携し，相談体制

や継続した支援体制を構築していく必要があります。

【対策】

厚生労働省主催「ＰＴＳＤ対策専門研修」への受講について，行政機関及び精神科医

療機関等への働きかけを強化してまいります。

当事者や家族等に対し，相談窓口の周知を図ってまいります。また，一般県民に対し，

パンフレットやホームページ等を活用して普及啓発を推進します。

医療機関や学校，施設の職員及び行政職員等を対象とした研修会を開催します。
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サ 精神科救急医療体制

【現状】

�ア 措置入院等（精神科三次救急医療）体制

入院させなければ，精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす（自傷他

害）おそれのある精神障害者に対し，精神保健福祉法第２９条に基づく入院措置を行う

ため，２４時間３６５日対応可能な精神科救急医療体制を整備しています。

�イ 精神科一般救急（精神科二次救急）医療体制

自傷他害の恐れはないが，緊急な入院治療を必要とする精神障害者に対し，迅速か

つ適正な医療を受けられるようにするため，精神科一般救急医療体制を整備していま

す。

※１ 昼間：８：３０～１７：１５
※２ 休日は，土・日・祝日・年末年始（１２／２９～１／３）

※３ 年末年始（１２／２９～１／３）及びゴールデンウィーク（５／３～５）を除く

診察方法・受入病院 対応窓口

平日
昼間※１

・措置診察
・指定病院 保健所

休日※２

昼間
・措置診察
・県立こころの医療センター 精神科救急コールセンター

（精神保健福祉センター）夜間
（１７：１５～翌８：３０）

・緊急措置診察
・県立こころの医療センター

受入時間 受入体制 相談窓口

休日昼間（８：３０～１７：００） 輪番制・２床
精神科救急ダイヤル（精
神科救急情報センター）夜

間
毎日（１７：００～２１：００）※３ 輪番制・１床

金・休日（２２：００～翌８：３０） 受入協力病院
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�ウ 精神科初期救急医療体制

現状では，外来診療に対応する精神科救急医療体制は整備されていません。

�エ 精神科ミクロ救急体制

継続して診療している自院のかかりつけ患者であっても，時間外の救急時において，

相談等に応じるなどの適切な対応がとれていない事例が生じております。

�オ 精神医療相談体制

保健所・精神保健福祉センター及び市町村では，平日昼間に精神障害者及びその家

族等からの相談に対応するとともに，必要に応じて受診指導や医療機関の紹介を行っ

ています。

【課題】

�ア 精神科三次救急医療（措置入院等）体制

引き続き，２４時間３６５日対応可能な精神科救急医療体制の整備・充実を図る必要が

あります。

�イ 精神科一般救急（精神科二次救急）医療体制

対応可能な時間帯が限定されているため，２４時間３６５日対応できるよう，引き続き，

精神科一般救急医療体制の整備に努めていく必要があります。

�ウ 精神科初期救急医療体制

診療申込みから初診までの間に症状が悪化するなどして，精神科救急の受診等とな

る例も多く見られることから，早期に初診受診が可能となる体制づくりを含め，でき

るだけ身近な地域で，外来診療に対応できる精神科救急医療体制の整備について，検

討する必要があります。

�エ 精神科ミクロ救急体制

継続して診療している自院のかかりつけ患者に対する各精神科医療機関の対応の強

化を図る必要があります。

�オ 精神医療相談体制

精神科救急の受診希望者においては，適切な相談・助言によって，症状の緩和等が

図られるなどして緊急に受診する必要がなくなる例も多く見られるため，精神医療相

談は救急医療の一つとして重要な役割があります。

保健所・精神保健福祉センター及び市町村では，休日・夜間は対応できていないた

め，休日・夜間を含め２４時間３６５日対応できる精神医療相談体制を整備する必要があ

ります。
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【対策】

精神科救急患者に対し，緊急度に応じた救急医療等が円滑に提供できる体制の整備を

目指します。

�ア 求められる医療機能

ａ 精神科救急医療機関の機能

① 精神科救急患者の入院に対応可能な保護室，検査・看護体制や退院支援体制等

を備えること。

② 隔離・身体拘束等の行動制限に係る評価指標の導入や外部評価を通じて，医療

の質の向上とその標準化を図ること。

③ 初診の精神科救急患者に対しても適切に対応すること。

④ 他の精神科救急医療機関の後方支援として，急性期後の精神疾患患者の受入等

に協力すること。

⑤ 身体合併症に適切に対応するため，一般医療機関との連携等を確保すること。

ｂ 全ての精神科医療機関の機能

① 県の精神科救急医療体制に参画・協力すること。

② 継続して診療している自院のかかりつけ患者やその関係者からの相談等につい

て，時間外においても適切に対応すること。

③ 精神科救急コールセンター等からの問合せに対し，時間外においても適切に対

応すること。

④ 一般医療機関と連携して精神疾患のある救急患者に対応すること。

�イ 推進方策

ａ 精神科救急医療体制連絡調整委員会の設置

精神科救急医療体制の整備並びにその円滑な運営を図るため，県，県医師会，県

精神科病院協会，県精神神経科診療所協会，警察・消防機関，一般救急医療機関等

の関係者からなる委員会を設置し，必要な協議・評価等を行います。

ｂ 措置入院等（精神科三次救急医療）体制の整備

① 措置診察・受入体制の充実・強化を図ります。

② 精神保健福祉センター・保健所の通報対応や退院支援体制の充実・強化及び円

滑な運用の確保を図ります。

③ 警察・市町村等の関係機関との連携・協力体制の強化・充実及び円滑化を図り

ます。

ｃ 精神科一般救急（精神科二次救急）医療体制の整備

受入体制や相談・調整体制の充実・強化など，２４時間３６５日対応可能な精神科一

般救急医療体制の整備を図ります。

ｄ 精神科初期救急医療体制の整備

① 保健所の精神医療相談等の結果，入院治療は要しないが速やかに診察につなげ

る必要があると認める対象者を，身近な地域で診察できる体制の整備について検

討を進めます。
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② 休日・夜間を含めた２４時間３６５日相談可能な体制を整備します。

ｅ ミクロ救急体制の確保

県精神科病院協会や県精神神経科診療所協会等の関係団体と連携・協力し，各精

神科医療機関に対し，県の精神科救急医療体制への積極的な参画・協力等，求めら

れる医療機能の確保について啓発等を進めます。

ｆ 精神科救急医療に係る普及啓発・周知等

① 精神障害者やその関係者等においては，通常の診療時間帯のうちから，症状の

悪化等を予想している場合も多いことから，診療時間内の相談の勧奨等について，

普及啓発を進めます。

② 精神医療相談窓口について，周知・広報します。

③ 精神科救急医療体制の整備状況等について公表・周知します。

シ 身体合併症対策

【現状】

�ア 近年，うつ病や認知症の増加により，第二次救急医療機関等に搬送された患者で精

神科治療が必要な場合や，精神科医療機関の入院患者で身体疾患を合併した場合など，

精神疾患と身体疾患を合併する患者の割合が増加しています。

特に救命救急センターでは，入院患者のうち１２％に精神科治療の必要性があ

り，２�２％が身体疾患と精神疾患ともに入院治療が必要であるとの報告があります。
�イ 本県では，精神科病床を有する病院が３３あり，そのうち精神科以外の病床を併設す

る病院は１３ありますが，そのほとんどが内科など一部の診療科に限られることから，

精神科医療機関と一般（身体科）医療機関の連携強化が不可欠です。

このため，県医師会と協力して，「精神科医療機関と一般（身体科）医療機関の連

携基盤強化事業」を実施し，相互理解，連携の強化を図っています。

�ウ 現在，県では，精神科病院に入院中に身体疾患を合併し，治療が必要になった患者

について，県立中央病院で治療対応する「精神科患者身体合併症医療事業」を実施し，

身体合併症のある精神疾患患者へ対応するとともに，県立こころの医療センターと連

携し，県立中央病院の患者に対し，精神科リエゾンチームによる回診を実施していま

す。

しかし，県立中央病院においては，入院治療を要する精神疾患と重症な身体疾患を

合併している患者については，精神科病床がないため，受け入れが難しい状況があり

ます。

【課題】

�ア メディカルコントロール地区ごとに，一般（身体科）医療機関と精神科医療機関と

の医療連携体制を整備していく必要があります。

�イ 一般（身体科）医療機関におけるリエゾンチームによる回診体制の普及・促進を図

る必要があります。

�ウ 救命救急センター又はそれに準じた医療機関における精神身体合併症に対応した病

床（ＭＰＵ：Medical Psychiatry Unit）の確保について検討していく必要があります。
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【対策】

�ア 求められる機能

ａ 病院前救護活動の機能

消防，警察等に対する精神科救急に係る研修等を通じ連携を図ること。

ｂ 精神科救急ダイヤル（精神科救急情報センター）の機能

精神科救急ダイヤル（精神科救急情報センター）は，救急医療機関や消防機関等

からの要請に対し，緊急に治療を必要とする精神障害者の受入先医療機関の紹介等

迅速に対応すること。

ｃ 身体合併症の救急医療を担う医療機関の機能

身体疾患を合併した精神疾患患者に対応する救急医療機関は，身体疾患と精神疾

患の双方について適切に診断・治療できること。または，他の医療機関との連携に

より，適切に診断・治療ができること。

ｄ 他医療機関からの転院を受け入れる機能

① 身体疾患を合併する精神疾患患者を精神科病院で治療する場合は，身体疾患に

対応できる医師または一般（身体科）医療機関の診療協力関係を有すること。

② 身体疾患を合併する精神疾患患者を一般（身体科）医療機関で治療する場合は，

精神科リエゾンチームまたは精神科医療機関の診療協力関係を有すること。

�イ 推進方策

① 一般（身体科）医療機関，警察，消防等関係機関に対する研修を実施し，精神疾

患及び精神科救急医療体制等の理解促進・連携を図ります。

② 精神障害者及び家族等からの相談に２４時間対応する医療相談窓口を整備するとと

もに緊急に入院治療を必要とする場合の受入先医療機関の調整等を行う精神科一般

救急医療相談体制を整備します。

③ 県立中央病院は引き続き「精神科患者身体合併症医療事業」により，精神・身体

合併症患者の治療を実施します。

④ 精神科を標榜する一般（身体科）医療機関の精神疾患患者受入体制の整備と精神

科医療機関の身体合併症患者の受入体制の整備に努めます。

⑤ 県医師会と協力し，精神科医療機関と身体科医療機関の連携基盤強化事業（連携

体制の検討，研修，事例検討等）を実施し，連携強化を図ります。

また，県立こころの医療センターが実施する「こころとからだの事例検討会」と

の連携を図ります。

⑥ 県立こころの医療センターと県立中央病院は連携して，県立中央病院の患者に対

し精神科のリエゾンチームによる回診を実施します。

また，他の医療機関における精神科リエゾンチームによる回診の促進を図ります。

⑦ 救命救急センター又はそれに準じた医療機関における精神身体合併症に対応した

病床（ＭＰＵ）の確保について検討していきます。

⑧ 「精神科救急医療体制連絡調整委員会」を開催し，精神科救急医療体制の整備や

精神科救急の円滑な運営を図っていきます。
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ス 周産期メンタルヘルス

【現状】

社会保障審議会の専門委員会の報告によると，子どもの虐待による死亡事例のうち心

中以外の虐待死はここ数年，年間４０～６０例とされているが，そのうち，４０～６０％は０歳

児であり，しかもその半数近くが生後１か月未満の事例です。加害者のほとんどは実母

であり，平成２１年以降の統計では，心中以外の虐待死の約３０％，心中による虐待死（未

遂含む）の約半数の母親に精神疾患があると診断されています。

また，妊産婦死亡の原因として産後うつ病をはじめとする精神疾患による自殺が少な

くないことが，平成２７（２０１６）年に東京都監察医務院と順天堂大学との共同研究で報告

されています。

筑波大学附属病院の産科では，精神疾患やメンタルヘルスに課題のある妊産婦の分娩・

出産を受け入れており，精神科と連携し対応しています。

【課題】

子どもの発達にも重大な影響を及ぼす可能性がある周産期の母親の精神疾患は，早期

にリスクを発見して適切なケアに結びつけることで予防できる可能性があり，周産期管

理の中に精神面でのスクリーニングや啓発活動を取り入れることが重要で，産科及び小

児科医療機関と精神科医療機関との連携及び母子保健と精神保健福祉との連携体制を充

実させていく必要があります。

【対策】

�ア 求められる医療機能

① 総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センターに精神科リエゾン診

療体制又は精神科医療機関との連携が整備されていること。

または，産科医療機関と精神科医療機関の連携体制が整備されていること。

② 産科医療機関は，妊産婦の精神疾患既往やうつ病等についてスクリーニングでき，

必要時精神科医療機関と連携が取れること。

小児科医療機関は，子どもの発育を通して，親の精神面に配慮し，必要時精神科

医療機関と連携が取れること。

精神科医療機関は，妊産婦の精神疾患に対応でき，適切な治療ができること。

③ 保健所・市町村等と情報共有して個別訪問の依頼や退院後の産後ケア事業につな

ぐ等地域との連携を図ること。

�イ 推進方策

① 産科及び小児科医療機関と精神科医療機関が相互理解・協力関係を深めるための

研修を実施し，地域における連携体制を促進するための機能が担えるよう，県連携

拠点機能としての医療機関を整備してまいります。

② 保健所における要支援妊産婦支援体制整備事業を活用し，市町村及び保健所の母

子保健と精神保健福祉との連携及び多機関多職種連携が促進できる体制を整備しま

す。
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セ 災害精神医療体制

【現状】

災害精神医療体制については平成２３（２０１１）年の東日本大震災における精神保健医療

活動支援を通じて，指揮命令系統の改善，被災精神科医療機関への支援の強化等の課題

が明らかとなり，平成２４（２０１２）年度に「災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ：Disaster

Psychiatric Assistance Team）」の仕組みが創られました。

本県においては，平成２７（２０１５）年度から筑波大学や県立こころの医療センター，精

神保健福祉センターと設置に向けた検討を進め，平成２８（２０１６）年度に茨城県災害派遣

精神医療チーム（以下，「茨城ＤＰＡＴ」という。）を結成しました。

また，茨城ＤＰＡＴ運営検討委員会を設置し，茨城ＤＰＡＴ活動マニュアルの作成や

先遣隊チーム登録，茨城ＤＰＡＴ隊員研修等を行い，災害時精神科医療体制の整備を図

っています。

■ＤＰＡＴ協定医療機関，協力医療機関（平成３０（２０１８）年３月末現在）

○災害派遣精神医療チーム（茨城ＤＰＡＴ）協定医療機関

■災害派遣精神医療チーム（茨城ＤＰＡＴ）協力医療機関（注２）：４機関

【課題】

ＤＰＡＴ隊員研修の実施及び防災訓練への参加により，隊員数の確保と隊員の技術向

上を図っていく必要があります。特に，チームの円滑な活動に重要な役割を果たす業務

調整員（ロジスティックス）の育成が必要です。

災害時派遣体制として，被災地が県外の場合と県内の場合のＤＰＡＴチーム編成及び

派遣数・派遣期間等を整備していく必要があります。

災害時における精神科医療で中心的な役割を担う精神科病院を，災害拠点精神科病院

に指定する必要があります。

（注１）都道府県等ＤＰＡＴを構成する班のうち，発災から概ね４８時間以内に，被災した都道府県等において活動できる班
を先遣隊と定義する。

（注２）後続隊のメンバーとして，茨城ＤＰＡＴ隊員となっている職員の派遣に協力する医療機関。

区分 医療機関名 備考

先遣隊（注１）
県立こころの医療センター １チーム

筑波大学附属病院 １チーム

後続隊

県立こころの医療センター

筑波大学附属病院

一般社団法人茨城県精神科病院協会 県内３０精神科病院が加入
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【対策】

�ア 求められる医療機能

① 災害時においても，医療保護入院，措置入院等の精神科医療を行うための診療機

能を有すること。

② 災害時においても，精神疾患を有する患者の受入れや，一時的避難所としての機

能を有すること。

③ ＤＰＡＴ等の派遣機能若しくは活動拠点の機能を有すること。

④ 被災時においても，診療機能等を早期に回復できるよう，業務継続計画（ＢＣＰ）

の整備をはじめ，食料や飲料水，医薬品，医療器材等の備蓄や電気等のライフライ

ンの強化を図ること。

�イ 推進方策

① 災害拠点精神科病院を指定します。

また，他の医療機関のＤＰＡＴ等の医療チームの活動拠点として受入れ体制の構

築等を推進します。

② 災害時における精神科医療に精通した医療従事者の育成を推進します。

③ 災害時においても円滑に精神保健医療活動を行えるよう，県精神科病院協会，日

本赤十字社こころのケアチーム，保健師チーム，ＤＭＡＴ，ＪＭＡＴ等と連携した

定期的な訓練の実施等を推進します。

ソ 自殺対策

【現状】

全国の自殺者数は，平成１０（１９９８）年の急増以降年間３万人超と高止まっていました

が，平成２２（２０１０）年以降７年連続して減少し，平成２７（２０１５）年には平成１０（１９９８）

年の急増前以来の水準となっており，本県においてもピーク時の平成１９（２００７）年と比

較すると平成２８（２０１６）年で約６割以下に減少しています。

しかし，全国の年齢階級別死亡率を見ると，自殺は若い世代（１５～３９歳の各年代）に

おける死因の第１位（平成２８年厚生労働省「人口動態統計」）であり，深刻な状況にあ

ります。

本県の自殺者数は４８８人，自殺死亡率は１７�１となっており（平成２８年厚生労働省「人
口動態統計」），年々減少しているものの，全国の１６�８と比べて高い状況にあります。
警察庁データで見てみると，平成２８（２０１６）年の本県の自殺者数は４８２人（男性３４７人，

女性１３５人）となっております。

年齢別では，４０歳代，３０歳代，６０歳代の順に多く，職業別では無職者が半数以上の５７�５％
を占めており，原因・動機別では，多い順に「健康問題」，「家庭問題」，「経済・生活問

題」となっています（注１）。

（注１）厚生労働省人口動態統計は，対象者が日本人に限られ，自殺者の住所地で人数を集計。自殺，他殺，事故死のいず
れか不明の場合には，自殺以外で集計。
警察庁データは，外国人を含み，発見地で集計。
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本県の自殺死亡率について，平成２１（２００９）年と平成２８（２０１６）年を比較してみると，２０

歳未満の自殺死亡率だけが増えています。

国では自殺対策基本法（平成１８（２００６）年）及び自殺総合対策大綱（平成１９（２００７）

年制定，平成２９（２０１７）年見直し）を制定し，国を挙げて自殺対策を推進することとし

ています。

自殺は，その多くが追い込まれた末の死であるとともに，防ぐことができる社会的な

問題であると言われています。また，自殺を考えている人は，何らかのサインを発して

いることが多いとも言われています。

【課題】

個々人が自殺に追い込まれないよう，ハイリスク者に対して自殺企図の要因となる失

業・倒産，多重債務，長時間労働や人間関係などの社会的問題等や，身体やうつ病等の

こころの健康問題等の諸問題を包括的に解決できるよう，各種相談・支援機関等が連携・

協働して総合的に支援する必要があります。

また，地域全体が，「相談支援体制の強化」，「人材の養成」，「普及啓発」を柱に，自

殺防止対策を総合的に推進する一方，地域の自殺の実態に応じた実践的な取り組みや，

若年層や自殺未遂者等に対する重点的な対策が求められています。

特に若年層に関しては，それぞれの属性に応じて，学校・職域や産科医療機関等と連

携・協働して，自殺防止対策を充実・強化する必要があります。

【対策】

�ア 求められる医療機能

かかりつけ医等においても，うつ病等の精神障害に係る診療知識・技術の向上を図

るとともに，精神科医との連携強化を図ること。必要に応じて，各種相談窓口等への

相談を勧奨又は紹介すること。

�イ 推進方策

ａ 自殺対策の普及啓発等

ホームページや広報紙・リーフレット等の様々な手段により，自殺予防やその対

策について普及啓発を図るとともに，各種問題に応じた相談窓口の周知に努めます。

ｂ 相談体制の充実強化

県民ができるだけ早期に身近なところで気軽に相談ができるよう，学校・職域・

地域における相談体制の充実・強化を図ります。

また，精神保健福祉センターが行う面接相談・電話カウンセリング（「いばらき

こころのホットライン」）や各保健所が行う「こころの健康相談」の充実・強化を

図ります。

ｃ 「いのちの電話」の周知・活動支援

精神的危機に直面している人の相談に応じる「いのちの電話」について広く県民

に周知を図るとともに，社会福祉法人茨城いのちの電話が行う電話相談活動を支援

します。
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ｄ 各種相談窓口・支援機関等の連携強化

県・市町村・民間団体等の各種相談窓口や支援機関等のネットワークを構築・強

化し，自殺企図のハイリスク者に対し，複数分野の専門家・相談員等が相互に連携・

協働しながら諸問題の包括的な解決を図る支援体制づくりを推進します。

ｅ ゲートキーパーの養成・普及啓発

県民一人ひとりが，身近な方の自殺企図の危険性に気付き，声掛けや見守りなど

の必要な対応を適切に行うことができるよう，ゲートキーパー（注１）の養成と普及啓

発を図ります。

ｆ かかりつけ医の精神疾患に係る対応力向上の推進

自殺企図のハイリスク者は，うつ状態や精神疾患の自覚がないまま，頭痛・食欲

不振等の症状により一般（身体科）医療機関を受診する場合があることから，かか

りつけ医等に対し精神疾患に関する研修会を実施し，うつ病等の精神障害に係る診

療知識・技術の向上を図るとともに，精神科医との連携強化を図ります。

ｇ 自殺対策の推進体制

平成２８（２０１６）年８月に精神保健福祉センターに設置した「地域自殺対策推進セ

ンター」を中心に，市町村や関係団体等の自殺対策の取組みを支援・推進します。

「県自殺対策連絡協議会」を通じて，市町村・支援機関・医療機関及び自殺対策

関係団体等の連携・協力体制を確保し，自殺企図のハイリスク者に対する包括的な

支援体制の構築・強化や，総合的な自殺対策を推進します。

タ 医療観察法における対象者への医療

【現状】

平成１７（２００５）年７月に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び

観察等に関する法律」（以下「医療観察法」）が施行され，重大な他害行為を行ったが心

神喪失又は心神耗弱を理由に不起訴処分，無罪判決又は量刑の減刑を受けた精神疾患患

者に対しては，必要な医療を確保し病状の改善を図り社会復帰を促進することとされて

います。

本県の医療観察法の指定医療機関については，平成２３（２０１１）年１０月に入院医療機関

として県立こころの医療センターに医療観察病棟を整備し，通院医療機関については，

現在，１５の精神科病院（平成２９（２０１７）年９月末現在）が指定されています。

【課題】

指定通院医療機関は地域に偏在しており，医療観察法制度対象患者の継続的かつ適切

な医療の提供や社会復帰の早期実現を図るため，対象患者の居住地に近い精神科病院の

確保が必要です。

また，入院医療において治療抵抗性統合失調症治療薬を使用している対象者が円滑に

退院できるように，治療抵抗性統合失調症治療薬の使用可能な指定通院医療機関の確保

が必要です。

（注１）ゲートキーパーとは，悩んでいる人に気づき，声をかけ，話を聴いて，必要な支援につなげ，見守る人
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【対策】

�ア 求められる医療機能

① 指定入院医療機関は，公共性及び専門性が高く，ノーマライゼーションの観点も

踏まえ患者の社会復帰を早期に実現すること。また，多職種によるチーム医療の提

供及びプライバシー等人権に配慮しつつ，保護観察所，保健所，市町村，地域援助

事業者等と連携すること。

② 指定通院医療機関は，個別の治療計画を作成し，各ガイドライン（入院処遇，指

定通院医療機関運営，通院処遇）に基づき，必要な医療の提供を行うとともに，保

護観察所，保健所，市町村等と連携すること。

�イ 推進方策

① 厚生局，保護観察所と連携し，指定通院医療機関の確保に努めます。

② 保護観察所，指定医療機関と連携し，医療観察法に関する理解を促進するための

協議会，研修会等を実施します。患者が地域で安心して生活が送れるよう，医療・

保健・福祉が連携して支援する体制を推進します。

� 医療体制の構築に必要な事項

ア 多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築

【現状】

本県では，平成２９（２０１７）年４月１日現在，精神科病院（精神病床あり）３３施設，精

神科を標榜している一般病院（精神病床なし）１７施設，精神科・神経科の診療所（精神

病床なし）６４施設，心療内科を標榜する医療機関（一般病院２施設，診療所１６施設）に

おいて，精神科医療が提供されています（注１）。

また，精神疾患患者については，本人の意思によらない入院や行動の制限が行われる

場合もあることから，精神保健福祉法を遵守するとともに，人権への配慮，患者及び家

族等の意思を最大限に尊重し適正な医療を提供する必要があります。

県では，精神医療審査会を設置し，入院患者からの退院請求等の審査を行うとともに，

精神科病院に対する実地指導等を行い，患者の人権に配慮した適正な医療の提供及び確

保に努めています。

【課題】

多様な精神疾患等ごとに，患者の状態に応じた質の高い精神科医療を提供できる体制

の整備が必要です。

また，病院，診療所，訪問看護ステーション等の役割分担・連携を推進する必要があ

ります。

（注１） 厚生総務課調べ。休床中・休診中含む。
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【対策】

�ア 求められる医療機能

ａ 県連携拠点医療機関

① 患者の状況に応じて，適切な精神科医療（入院・外来医療，訪問診療）を提供

するとともに，精神症状悪化時等の緊急時の対応体制やかかりつけ医などの地域

の医療機関，薬局等と連携体制を確保すること。

② 精神科医，薬剤師，看護師，作業療法士，精神保健福祉士，臨床心理技術者等

の多職種チームによる支援体制を作ること。

③ 医療機関（救急医療，周産期医療含む），障害福祉サービス事業所，相談支援

事業所，居宅介護支援事業所，地域包括支援センター等と連携し，生活の場で必

要な支援を提供すること。

④ 積極的な情報発信及び専門職に対する研修プログラムを提供すること。

⑤ 地域連携拠点機能を担う医療機関等からの相談対応や，処遇困難事例の受入対

応を行うこと。

ｂ 地域連携拠点医療機関

県連携拠点医療機関と密に連携を図り，上記①～④の機能を担うとともに更に，

以下の機能を担う。

地域精神科医療提供機能を担う医療機関からの相談対応や，処遇困難事例の受入

対応を行うこと。

ｃ 地域精神科医療提供機能を担う医療機関

地域における精神科医療のかかりつけ医としての役割を担い，上記①～③の機能

を担う。

ｄ 薬局

向精神薬の適正な薬物療法を推進するため，医療機関と連携し服薬指導を行うこ

と。

�イ 推進方策

① 多様な精神疾患等ごとに，県連携拠点機能，地域連携拠点機能，地域精神科医療

提供機能を担う精神科医療機関（病院，診療所），一般医療機関（病院，診療所）

の機能の明確化及び地域連携体制を整備していきます。

② これら医療機能を検討するための協議の場を設け，地域における相談・診療窓口

の明確化や早期に受診ができ，病状に応じた適切な治療が受けられる日常診療体制

の強化を推進していきます。

③ 精神医療審査会における退院請求等の審査や精神科病院に対する指導等により，

人権に配慮した適正な医療の提供及び確保に努めます。

�ウ 医療機関名（別冊，ホームページで公表）

精神科病院，精神科・神経科診療所，精神科訪問看護を行う訪問看護ステーション

（医療保険における精神科訪問看護基本療養費に係る届出をしている施設）

各 論
第１章

１３０



イ 茨城型地域包括ケアシステムの推進（精神障害者の地域移行・地域定着）

【現状】

�ア 精神科病院の入院患者の状況

入院形態別では，本人の意思による任意入院患者数は平成２７（２０１５）年６月３０日現

在，３�５２７人（全入院の５８�３％）で，家族等の同意による医療保護入院は２�４６７人（４０�７％），
知事の権限による措置入院は４０人（０�７％）で，措置入院は横ばいですが，医療保護
入院の割合は微増の傾向です（表４）。

また，平成２７（２０１５）年６月に新規入院した患者のうち，６０�１％は入院後３か月未
満で，８１�９％は６か月未満で，８９�８％は１年未満で退院しています。いずれも，全国
平均より若干低い状況ですが，入院期間の短縮化が図られてきています。

本県の平成２６（２０１４）年度の長期（１年以上）入院患者の割合は，全入院患者の６８�６％
を占め，５年以上は４３�３％でいずれも全国より多い状況です（表５）。平均在院日数
も３２８�２日と全国より長く推移しています（表６）。
入院患者総数は減少傾向であるものの（表４，図２），６５歳以上の高齢入院患者は

増加傾向にあり，そのうち入院５年以上の高齢入院患者が，約半数（図３）となって

います。

■入院形態別入院患者数 （表４）

■精神科病院の入院患者の入院年数状況 （表５）

出典 平成２６年度精神保健福祉資料（厚生労働省）（平成２６年６月末現在）

出典 精神保健福祉資料（各年度６月末現在 単位：人，％�厚生労働省）

年度

入院形態

２４ ２５ ２６ ２７

構 成
割 合

入 院
患者数

構 成
割 合

入 院
患者数

構 成
割 合

入 院
患者数

構 成
割 合

入 院
患者数

措 置 入 院 ０�９ ５４ ０�７ ４７ ０�８ ４７ ０�７ ４０

医療保護入院 ３９�４ ２�４６６ ４０�４ ２�５３３ ４０�６ ２�５２２ ４０�７ ２�４６７

任 意 入 院 ５９�５ ３�７２６ ５８�５ ３�６７１ ５８�３ ３�６２０ ５８�３ ３�５２７

そ の 他 ０�２ １６ ０�３ １７ ０�３ １９ ０�３ ２０

計 １００�０ ６�２６２ １００�０ ６�２６８ １００�０ ６�２０８ １００�０ ６�０５４

１年未満 １年以上
５年未満

５年以上
１０年未満 １０年以上 総数

入院患者数 （人）
茨城県 １�９４８ １�５６８ ８９１ １�８０１ ６�２０８

全国 １０３�４４１ ８５�２９２ ３９�８８５ ６１�０１９ ２８９�６３７

割合 （％）
茨城県 ３１�４ ２５�３ １４�３ ２９�０ １００�０

全国 ３５�７ ２９�４ １３�８ ２１�１ １００�０
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�イ 精神障害者の地域移行・地域定着

① 県は，平成２５（２０１３）年度から精神障害者の地域移行支援を推進するために，保

健所圏域毎に県，市町村，精神科病院の職員，福祉サービス事業者，訪問看護ステー

ション職員等で構成した協議会を設置しています。

また，これら関係者に対し，精神障害者への支援の理解と地域の受け皿を広げる

目的で，研修会を開催しています。相談支援者に活用してもらうために「精神医療

福祉マップ」及び「精神医療福祉相談支援の手引き」を作成し，活用を促進してい

■平均在院日数 （表６）

■精神科病院入院患者の年齢別人数の推移（単位：人） （図２）

■高齢入院患者の人数の推移（単位：人） （図３）

出典：精神保健福祉資料（厚生労働省）

出典：精神保健福祉資料（厚生労働省）

（出典：病院調査）

（日） 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

茨城県 ３４３�１ ３２８�６ ３２４�１ ３２８�２

全国 ２９１�９ ２８４�７ ２８１�２ ２７４�７
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ます。

その他に，当事者が地域で安心した生活が継続できるよう，当事者と支援者間の

連絡ツール「こころの生活支援手帳－地域連携パス－」を作成し，活用を促進して

います。

② 患者が治療を中断することなく外来通院治療や地域での生活を継続するためには，

精神科病院が行う往診，訪問看護等の訪問支援並びに精神科デイ・ケア等による支

援が必要であり，本県においては精神科病院の訪問看護や精神科デイ・ケアを実施

している機関数，精神科訪問看護を行う訪問看護ステーションの機関数は平成２１年

度調査と比べて増加しています。

�ウ 茨城型地域包括ケアシステムの推進（詳細は第２章第１節に掲載）

本県の地域包括ケアシステムは精神障害者も含めた検討ができる体制となっていま

す。

【課題】

① 入院患者は高齢化が進んでおり，かつ高齢者の入院期間も長期化の傾向にあるた

め，退院に向けた支援体制，地域の受入体制の整備が必要です。

② 保健所圏域毎に設置している地域移行支援連絡協議会と県自立支援協議会・市町

村自立支援協議会との連携強化が必要です。

また，精神障害者の地域移行を推進していくためには，医療・保健・福祉の関係者

が共通の認識を持つ必要があるため，協議の場を確保していく必要があります。

③ 地域包括ケアシステムは市町村が主体となり実施していますが，市町村によって

開催頻度や対象ケース，検討内容等にばらつきがあるのが現状です。

また，当事者が生きがいを持って地域で生活するためには，就労等の場や生活訓練

の場などの確保が必要ですが，これら社会資源が不足しているのが現状です。

■精神科病院の退院状況 （表７）

■在宅精神患者への医療提供状況 （表８）

区 分 茨城県 目標値 備 考

入院後３か月時点の退院率 （％） ６０�１ ６２�５ 平成２８年度精神保健福祉資料

入院後６か月時点の退院率 （％） ８１�９ － 平成２８年度精神保健福祉資料

入院後１年時点の退院率 （％） ８９�８ ９０�０ 平成２８年度精神保健福祉資料

１年以上の在院患者数 （人） ４�１０４ ４�１６４ 平成２８年度精神保健福祉資料

区分 茨城県 全国 備考

精神科病院のデイ・ケア実施率 （％） ６６�７ ６５�７ 平成２６年度精神保健福祉資料

精神科病院の訪問看護実施率 （％） ４８�５ ６５�６ 平成２６年度精神保健福祉資料

訪問看護ステーションにおける精神科訪問
看護実施率 （％） ７１�６ － 平成２９年度障害福祉課調べ

（１１１／１５５訪問看護事業所）
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【対策】

�ア 求められる医療機能

① 入院医療においては，入院初期から，服薬指導や精神科作業療法等を実施するほ

か，相談支援事業者等と連携し，早期の退院を支援すること。

長期入院患者の地域移行を推進するため，精神科病院は地域移行推進窓口を設置

し，患者・家族，地域の関係機関との連携を強化すること。

特に，高齢者の退院支援にあたっては，地域包括支援センター等との連携体制を

強化すること。

② 精神科医による往診・訪問診療，看護師等による訪問看護，訪問看護ステーショ

ンによる精神科訪問看護など患者のニーズに応じた訪問支援（アウトリーチ）を提

供できること。

③ 患者が生活の場で必要とする福祉サービスを受けられるよう，市町村や，相談支

援事業所，障害福祉サービス事業所，地域包括支援センター等と連携すること。

④ 患者が復職や就職等に必要な支援を受けられるよう，精神科医療機関は障害福祉

サービス事業所，公共職業安定所（ハローワーク），茨城障害者職業センター等と

連携すること。

�イ 推進方策

① 県自立支援協議会，保健所精神障害者地域移行支援連絡協議会，市町村自立支援

協議会の連携を確保し，退院可能な精神疾患患者に対して退院及び地域生活の継続

のための支援体制を整備します。

併せて，医療・保健・福祉の関係職員の対応力の向上を図るための研修を実施し

ます。

② 精神障害者の退院促進を図るため，施設整備の助成等により退院後の住まいの場

（グループホームやケアホーム）の確保，障害者施設及び介護保険施設等との連携

強化に努めます。

③ 精神疾患患者の治療中断等による再入院を防止し，地域生活を継続するため，精

神保健福祉センター，保健所，市町村，精神科医療機関，訪問看護ステーション，

相談支援事業所，薬局等が連携し，困難事例への対応等を検討する機会を設けます。

また，訪問支援（アウトリーチ）の活動を促進します。
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目標

番号 目 標 項 目 現状
（平成２９（２０１７）年度） 目標

１ 入院後３か月時点の退院率 ６０�１％
（平成２８（２０１６）年度）

６９�０％
（２０２０年度）

２ 入院後６か月時点の退院率 ８１�９％
（平成２８（２０１６）年度）

８４�０％
（２０２０年度）

３ 入院後１年時点の退院率 ８９�８％
（平成２８（２０１６）年度）

９１�０％
（２０２０年度）

４ 慢性期入院患者数（１年以上） ４�００９人 ３�１７７人
（２０２０年度）

５ 地域移行に伴う基盤整備量
（地域サービス等利用者数） － ７７８人

（２０２０年度）

６ 精神科一般救急（入院）対応時間
（輪番制当番病院）

夜間：１７：００～２１：００
休日昼間：８：３０～１７：００

２４時間３６５日入院可能
な体制整備を目指す
（２０２３年度）

７ 自殺死亡率（人口１０万あたり） １７�１
（平成２８（２０１６）年）

１６�２
（２０２０年）

８ かかりつけ医等対応力向上研修受講者数
（うつ病）

４２２人
（平成２８（２０１６）年度）

４５０人
（２０２０年度）

９ 発達障害について専門相談窓口を設置してい
る市町村数 １２か所 ３２か所

（２０２３年度）

１０ 高次脳機能障害の知識と支援についての研修
受講者数 １�０７１人 １�８００人

（２０２３年度）

１１ 高次脳機能障害支援機関数 １か所 ３か所
（２０２３年度）

１２ 医療観察法指定通院医療機関数 １５施設 １７施設
（２０２３年度）
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目標

番号 目 標 項 目 現状
（平成２９（２０１７）年度） 目標

１３ 認知症疾患医療センターの整備 １３か所 １３か所
（２０２０年度）

１４ 認知症サポート医養成人数（累計） ６４人
（平成２８（２０１６）年度）

１７６人
（２０２０年度）

１５ かかりつけ医認知症対応力向上研修受講者数
（累計）

８０４人
（平成２８（２０１６）年度）

１�０００人
（２０２０年度）

１６ 歯科医師認知症対応力向上研修受講者数
（累計）

－
※Ｈ２９（２０１７）年度から実施

５００人
（２０２０年度）

１７ 薬剤師認知症対応力向上研修受講者数
（累計）

－
※Ｈ２９（２０１７）年度から実施

９００人
（２０２０年度）

１８ 看護職員認知症対応力向上研修受講者数
（累計）

１８６人
（平成２８（２０１６）年度）

９９０人
（２０２０年度）

１９ 一般病院勤務の医療従事者認知症対応力向上
研修受講者数（累計）

９４７人
（平成２８（２０１６）年度）

３�６００人
（２０２０年度）

２０
妊娠届出時にアンケートを実施する等して妊
婦の身体的・精神的・社会的状況について把
握している市町村数

４３か所 ４４か所
（２０２３年度）

２１
妊娠中の保健指導において，産後のメンタル
ヘルスについて妊婦とその家族に伝える機会
を設けている市町村数

２８か所 ４４か所
（２０２３年度）

２２ 産後１か月でＥＰＤＳが９点以上を示した人
へのフォロー体制がある市町村数 １５か所 ４０か所

（２０２３年度）
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２ 認知症高齢者への支援（認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供）
【現状】

平成２５（２０１３）年６月に公表された厚生労働科学研究報告書によれば，全国の高齢者の認

知症有病率は１５％と推計され，平成２４（２０１２）年時点では高齢者の約７人に１人に当たる約

４６２万人，さらに認知症を発症する前段階である「軽度認知障害」の人は約４００万人とされて

います。

また，平成２７（２０１５）年１月の厚生労働省研究班の推計では，団塊の世代が７５歳以上にな

る２０２５年には，認知症の人は，高齢者の約５人に１人に当たる約７００万人前後に達する見込

みとの結果が明らかになっています。

本県について平成２５（２０１３）年６月の厚生労働省の推計をもとに算出すると，平成２９（２０１７）

年１０月１日現在，県内の認知症高齢者数は約１２万２千人（高齢者の１５�０％），さらに軽度認
知障害の人（約１０万５千人）を加えると約２２万７千人となります。

また，平成２７（２０１５）年１月に明らかにされた厚生労働省の新たな推計から算出すると，

団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年には，県内の認知症高齢者数が，約１６万４千人～１７万８

千人（高齢者の約１９�０～２０�６％）に達すると推計されます。

【課題】

認知症の早期診断・早期対応を軸とし，行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等が見

られた場合にも，医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように，退院・退所後も

そのときの容態にもっともふさわしい場所で適切なサービスが提供できるよう循環型の仕組

みを構築することが重要となっています。併せて，医療提供体制の充実を図り，認知症疾患

医療センターの機能強化を図るとともに，地域における医療連携強化を図る必要があります。

【対策】

� かかりつけ医等の認知症対応力向上や認知症サポート医の養成と活用等

２０２５年を目指して，早期診断・早期対応を軸とする巡回型の仕組みを構築することで，

本人主体の医療・介護等を基本に捉えて医療・介護等が有機的に連携し，発症予防段階→

発症初期→急性増悪時→中期→人生の最終段階という認知症の容態の変化に応じた適時・

適切に切れ目なく，そのときの容態にもっともふさわしい場所で提供される仕組みを実現

してまいります

① 認知症の症状や発症予防，軽度認知障害（ＭＣＩ）に関する知識の普及啓発の推進

② かかりつけ医による早期発見体制の充実

③ 認知症サポート医の養成と活用による医療連携の推進

④ 歯科医師・薬剤師による認知症の早期発見と適切な対応

⑤ 地域包括支援センターにおける早期発見と適切な対応

� 認知症疾患医療センター等の充実・強化

地域における認知症患者の医療・福祉の充実を図るため，かかりつけ医等が専門医，認

知症サポート医等の支援を受けながら，必要に応じて認知症疾患医療センター等の専門医

療機関に紹介の上，速やかに鑑別診断が行われる必要があります。
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認知症疾患医療センターについては，これまでの地域の拠点機能を担う「地域型セン

ター」と県域全体の拠点機能を担う「基幹型センター」の二層構造を基本に，認知症疾患

医療センター以外の鑑別診断が可能となる医療機関との地域バランスを考慮しながら指定

してまいります。

また，個々の認知症疾患医療センターの機能評価も併せて行うことで，ＰＤＣＡサイク

ルにより認知症疾患医療センターの機能を充実・強化してまいります。

� 認知症初期集中支援チームの設置等

認知症になっても本人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮ら

し続けるために，認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を

配置し，早期診断・早期対応に向けた個別訪問支援体制を構築します。

① 市町村における認知症初期集中支援チームの設置

② 認知症初期集中支援体制の強化

③ 早期診断後の適切な対応体制の整備

� 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等への適切な対応

認知症の人に行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等が見られた場合にも，医療機

関・介護施設等で適切な治療やリハビリテーションが実施されるとともに，当該医療機関・

介護施設等で対応を固定化するのではなく，退院・退所後もそのときの容態にもっともふ

さわしい場所で適切なサービスが提供される循環型の仕組みを構築します。

また，認知症の人の身体合併症等への対応を行う急性期病院等では，身体合併症への早

期対応と認知症への適切な対応のバランスのとれた対応が求められています。このため，

身体合併症対応等を行う医療機関での認知症への対応力の向上を図る観点から，関係団体

による研修も積極的に活用しながら，一般病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向

上研修の受講を進めます。
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① 地域における循環型の仕組みの構築（地域における退院支援・地域連携クリティカル

パスの作成）

② 身体合併症等への適切な対応

ア 一般病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修の開催

イ 看護職員の認知症対応力向上研修の開催

③ 適切な認知症リハビリテーションの推進

� 認知症の人の生活を支える良質な介護を担う人材の確保

認知症の人への介護に当たっては，認知症のことをよく理解し，本人主体の介護を行う

ことで，できる限り認知症の進行を緩徐化させ，行動・心理症状（ＢＰＳＤ）を予防でき

るような形でサービスを提供するといった，良質な介護を担うことができる人材を質・量

ともに確保していきます。

① 認知症介護等研修の実施

② 指導者の養成とスキルアップ

� 医療・介護等の有機的な連携の推進

地域ごとに医療・介護等が適切に連携することを確保するため，市町村において認知症

ケアパスの作成・見直し等が積極的に取り組めるよう県が会議・研修会等を開催し�支援
を行います。

また，市町村において医療機関・介護保険サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ

コーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員を配置し，当該推進員を中心

として，医療と介護の連携強化や地域における相談支援体制の構築を図ります。

① 認知症ケアパス作成支援に係る会議・研修会等の開催

② 認知症ケアパスの活用及び普及啓発

③ 医療・介護関係者等の間の情報共有の推進

④ 認知症地域支援推進員の配置

⑤ 地域包括支援センターと認知症疾患医療センターとの連携の推進

⑥ 人生の最終段階を支える医療・介護等の連携

� 認知症予防の推進

認知症は未だその病態解明が不十分であり，根本的治療薬や予防法は十分に確立されて

いませんが，認知症の約２割を占める脳血管性認知症の予防には，高血圧や高脂血症，肥

満などの対策（生活習慣病対策）が有効と言われています。

このため，認知症の発症を完全に防ぐことは困難ですが，生活習慣（運動や食事）に気

を配ることで，発症や進行を遅らせることが期待されています。

本県においては，国立大学病院で全国初の取組である軽度認知障害を対象にした筑波大

学附属病院の認知力アップデイケアのノウハウを，認知症の人と接する機会の多い医療・

介護従事者等が学ぶ研修の開催や，プログラム教材作成，評価事業を実施しています。

① 認知力アップ事業の推進

② 生活習慣病予防対策の推進
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③ 生きがいづくり活動の推進

④ 認知症予防等に係る情報提供

【目標】

目 標 項 目 現状（Ｈ２８（２０１６）年度） 目標（２０２０年度）

認知症サポート医養成人数（累計）
※再掲 ６４人 １７６人

かかりつけ医認知症対応力向上研修受講者数
（累計） ※再掲 ８０４人 １�０００人

歯科医師認知症対応力向上研修受講者数（累計）
※再掲

－
※Ｈ２９（２０１７）年度から実施 ５００人

薬剤師認知症対応力向上研修受講者数（累計）
※再掲

－
※Ｈ２９（２０１７）年度から実施 ９００人

看護職員認知症対応力向上研修受講者数（累計）
※再掲 １８６人 ９９０人

一般病院勤務の医療従事者認知症対応力向上
研修受講者数（累計）

※再掲
９４７人 ３�６００人
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